高齢者の人権に関する政府間作業部会　IGWG組織会合　パネル１　（背景の確認）
2026年2月18日

⑦　マリア・ソレダッド・システルナス・レイエス氏、元国連事務総長障害者・アクセシビリティ問題特別代表

1.	私たち抜きに、私たちのことを決めないで
これは、あらゆる人権法規の策定と運用において不可欠な条件です。これは、この条約の参加型の本質を体現すべき政治的、倫理的、法的原則です。これは、国際条約の起草プロセスにおける高齢者およびその代表組織の完全かつ効果的な参加として現わされ、それはこのプロセスの透明性と正当性にとって不可欠です。この参加は、有意義かつ構造的、制度化され、十分な資金が確保されたものでなければならず（障害者権利委員会一般的意見第7号）、また、公共政策や規制に影響を与えるものでなければなりません。
「私たち抜きに私たちのことを決めないで」という原則は、障害者権利条約の成功の鍵であり、参加をめぐる歴史的で画期的な出来事となりました。すなわち、（起草プロセスでの）多くの国家代表団への専門家の参加、交渉での市民社会からの発言、そして国連によるすべての利害関係者の声への傾聴です。今日、この原則は「私たちを抜きにするな」と再定義することができます。 
高齢者の実体験を認識することは、法律の制定、適用、解釈において正当かつ不可欠な要素です。
2.	パラダイムシフト。 
これは、福祉・慈善モデルの克服を意味します。これらは高齢者の人権モデルの基礎にはなりません。
高齢者を完全な権利主体ではなく保護の対象として位置づけることによって、非自発的な施設入所や意思決定の代行といった制限的な慣行が正当化されてしまいます。それは特に高齢者に障害がある場合におこります。
新しいパラダイムでは、高齢者が権利を行使する際に直面するバリアを特定し、それを排除する国家の義務を明確にします。これは、既存の人権文書では扱われていない権利の領域や側面を、新しい条約に盛り込むことを意味します。
3.	人権モデルと法の主題
a.　享受する権利：高齢者の人権の促進と保護に関する多国間システムによって法的に認められたすべての権利。
b.　高齢者という集団に基づく権利の多様な行使の承認。
c.　これは、人種差別撤廃条約以降（人種差別、女性、子ども、移民、障害に関する5つの条約）の法理論の発展です。それぞれの集団の特定の状況が考慮されます。
4. 　　　生涯アプローチ。 
加齢の経験は、誰にとってもライフサイクルの自然な一部です。すべての高齢者に障害があるわけではありませんが、障害のある高齢者も存在します。高齢者の生活ペースの変化は、必ずしも機能障害と同義ではないことを強調することが重要です。生活ペースの変化は様々な加齢プロセスに見られ、また人によって異なります。
現在、高齢者の人口は約10億人で、世界人口の約12％を占めており、2050年までに21億人に達し、世界人口の22％になると推定されます。 一方、障害のある人は世界人口の約16％で、13億人以上に相当します。これらの人口動態の傾向は、継続的な高齢化のプロセを示しており、これが障害と相互作用することで、実質的な平等と社会的包摂のための構造的条件としての、ユニバーサル・アクセシビリティ、インクルーシブ・デザイン、法的能力の行使、および人権に基づくアプローチの重要性を一層強めています。
5. 主要概念の特質。 
a.　法の対象。一般に60歳以上と定義されます。当然ながら、高齢であることは、能力の欠如や障害と同義ではありません。
b.　平等と無差別の軸。新条約における年齢に基づく平等と無差別の保障には、実質的、実体的、あるいは事実上の平等の概念が組み込まれなければなりません。
c.　エイジズム（年齢差別）。新条約は、エイジズムが高齢者に対する差別の一形態であり、偏見、固定観念、有害な慣行を伴い、その他の人権侵害を引き起こすものであることを認識しなければなりません。これは、欠陥のある社会的構築物の産物であり根絶されなければなりません。
d.　権利行使の鍵となる合理的配慮。 
「合理的配慮」とは、高齢者が他者と平等な立場ですべての人権及び基本的自由を協受し、行使できるよう確保するために、特定の事例において必要とされる、不均衡または過度の負担を課さない、必要かつ適切な変更および調整を意味します。差別には、合理的配慮の拒否を含むあらゆる形態の差別が含まれます。 
6. 交差性／権利保有者の多様性。  
本条約は、高齢者が多様で均質ではない集団であることを考慮しなければなりません。そのため、例えば高齢女性、高齢先住民、高齢障害者などに対する差別を含む、交差的、多重的かつ累積的な差別が生じます。
法律上の特定の対象となる「年齢」と「障害」の交差性は、明確に条約に盛り込むことで、混乱を回避できます。
法的な観点から、得られた教訓は明らかです。すなわち、実質的な平等を見失うことなく、交差性を明確に認識し、多様で効果的かつ柔軟な対応を可能にする規則こそが、最も効果的なものです。
交差性へのアプローチには、学際的な視点が不可欠です。
7. 補完性。
高齢者に関する条約は、その構想と規定において構造的に頑丈なものあると同時に、人権の促進と保護に関する国際システム全体を補完し、それを完成させるものでなければなりません。また国内および国際レベルでの新たな法令の土台となるものでなければなりません。
8. 法的解釈。 
権利の主体としての高齢者に対しては、常に最善の基準が適用されなければなりません。これは、障害者権利条約を含む法的規範の交差を意味し、そこから高齢者および障害のある高齢者にとって最も有利な基準が導き出されます。
9. 普遍的かつ横断的な遵守。
他の者と平等に高齢者の権利を促進し、保護し、その完全な享受を確保することが本条約の目的であり、これは例外なく、国家、企業／民間部門、そして社会全体によって履行されなければなりません。
10. 説明責任。
私が以前実施した研究では、高齢者に関する条約が存在しないことから、条約体の勧告のうち高齢者に言及しているものはわずか0.74%に過ぎませんでした。障害者権利委員会による勧告ではその言及は6.5%でした。こうして、高齢者に関する条約とその交差的アプローチの必要性が明らかになりました。 
11. 社会の再構築。
我々はインクルージョンの時代にあり、これは社会の出発点から、国家、その機関、そして教育が、権利保有者の多様な視点に基づき、交差的アプローチをもって構想されなければならないことを意味します。したがって、高齢者を対象とした人権条約は、単なる形式的な役割を果たすものではなく、また、現行の条約を修正したり、部分的な改善をもたらしたりするものでもありません。この条約は、民主的な法の支配とその多様性に関する堅固かつ首尾一貫した概念を確立するための法的効力をもつものです。 
「国際的および国内レベルでのこれまでの経験に基づき、高齢者の人権保護——特に高齢と障害が交差する領域において——を最も効果的に推進してきた重要な視点、実体験、あるいは教訓は何ですか。また、これらの知見は、より強力で首尾一貫した法的保護に向けた次の段階にどのように活かされますか？」

（翻訳・佐藤久夫、鈴木靜）
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